
（財）日本セーリング連盟

ナショナル・ジャッジ、ナショナル・アンパイア規程
 

                                       平成16年9月4日改定 

平成18年4月15日改定 

 

第1条（目的） 

本規程は、（財）日本セーリング連盟寄付行為規定に基づき、日本の「ナショ

ナルオーソリティー」である（財）日本セーリング連盟（以下「連盟」という）

が（財）日本セーリング連盟公認ナショナル・ジャッジ［JAPAN SAILING FEDRATI

ON NATIONAL JUDGE］（以下「ジャッジ」という）及び（財）日本セーリング連盟

公認ナショナル・アンパイア［JAPAN SAILING FEDRATION NATIONAL UMPIRE］（以

下「アンパイア」という）の認定手続等に関し定めるもので、（財）日本セーリ

ング連盟のルール委員会（以下「ル－ル委員会」という）が主管する。 
 

第2条（ジャッジの種類） 

 ジャッジの種類はＡ級ジャッジ及びＢ級ジャッジの2種類とする 
  
 

第3条（認定資格要件） 

 認定資格要件については、後記別表１のとおり定めるものとする 
 

第4条（ジャッジ認定手続） 

 Ａ級ジャッジの認定手続は、以下のとおりとする 

(1)  連盟が定期又は臨時に行うＡ級ジャッジ認定のための講習会及び試験

を受けようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、別に定める受

講・受験手数料を添えて連盟に申し込むものとする 

 

(2)  連盟は所定の講習会及び試験を行い、合格した者のうち書面審査により、

認定資格ありと認められた者に対し、Ａ級ジャッジ保有者にふさわしい

とルール委員会が認定した者に認定証を交付する。 

 

 ２．Ｂ級ジャッジの認定手続は、以下のとおりとする。  

(1)  所属する加盟団体のＡ級ジャッジが随時行うＢ級ジャッジ認定のための

講習会及び試験を受けようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、

別に定める受講・受験手数料を添えて所属する団体に申し込む。（その団

体にＡ級ジャッジがいない等の場合は、連盟又は近隣の団体のＡ級ジャッ

ジに講習会及び試験の実施を依頼することができる） 

 

(2)  団体(の長)は所定の(所属のＡ級ジャッジ講師による)講習会及び試験を

行い、合格した者のうち書面審査により、認定資格ありと認めた者に対し、

連盟（担当：ルール委員会）にＢ級ジャッジの認定を要請し、認定証を交

付する。 
 

第5条（アンパイア認定手続） 

アンパイアの認定手続は、以下のとおりとする。 

(1) 連盟が定期又は臨時に行うアンパイア認定のための講習会（海上実技を

含む）及び試験を受けようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、

別に定める受講・受験手数料を添えて申し込む。 
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(2) 連盟は所定の講習会及び試験を行い、合格した者のうち書面審査により、

認定資格ありと認められた者に対し、ルール委員会がナショナル・アン

パイアにふさわしいと認定した者に認定証を交付する。 
 

第6条（名簿登録） 

本規程第4条及び第5条により認定された者は、各認定資格に則して、ナショナ

ル・ジャッジ名簿又はナショナル・アンパイア名簿に登録され、A級ジャッジ名

簿登録者、ナショナル・アンパイア名簿登録者は連盟報又はJSAF公式ホームペ

ージに公示される。 
 

第7条（認定の有効期間） 

認定後において、ＩＳＡＦセーリング競技規則が改訂された場合、改訂の新規

による更新を目的とする講習会（及び試験）が連盟により開催される時点まで

ジャッジ及びアンパイアの資格は有効とする。 
 

第8条（更新条件） 

更新条件は、以下の(1)乃至（7）とする。 

 (1)新競技規則の改訂に基づく各所定の更新講習会を、当該改訂後6ヶ月以内に

受講して、所定の審査（及び試験）に合格すること。 

(2)認定時から継続して、以下の認定資格を具備していること。 

① 被認定時から継続して連盟会員であること。（会員登録の更新は、毎年7

月末までに済ませること。） 

② 更新時および認定期間中継続して「連盟」のメンバーであること。 

③ 認定期間中は毎年会費納入が継続されていること。（未払い、滞納がない

こと） 

④ ①及び②（引落とし会員は、③も含む）の条件に具備していることを自ら

証明できること   

(3)更新の書類手続を行うこと。 

(4)過去３年間に所定の実績があること。 

(5)別に定める更新手数料を納めること 

 (6)以下の推薦があること 

①ジャッジについては所属する加盟団体等から、適正ありと推薦された者 

②アンパイアについては、年間1回以上のマッチレースアンパイア実務、あ

るいはアンパイア・セミナーまたはクリニックへの参加を前提条件とし

て、ル－ル委員会のアンパイア小委員会から適正ありと推薦された者 

  (7)上記(1)乃至(6)所定の更新条件を満たさない者は、ジャッジ又はアンパイア

の資格が停止される。また６ヶ月年以内に更新をしないものについては、資

格が失効する。但し、海外勤務等により本条(1)乃至(6)所定の条件を満たす

ことが明らかに困難な場合には、申請によりルール委員長は期間延長を認め

ることが出来る。 
 

第9条（心得） 

ジャッジ及びアンパイア（以下総称して「ジャッジ等」という）の心得は、以

下のとおりとする。 
 

(1) ジャッジ等はルールに関する知識の向上に努め、常に指導的な役割を果たさ

なければならない。 

(2) ジャッジ等は、常に厳正中立な立場を堅持し、ルールに基づき的確な判断を
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下さなければな 

らない。 

(3) ジャッジ等は、諸規則を遵守し、セーリング競技の普及と、技術の向上に寄

与しなければならない。 

(4) ジャッジ等は、幅広い見識のもとに、シーマンとしての模範となるように心

がけねばならない。 
 

第10条（ジャッジの職務） 

ジャッジの職務は、以下のとおりとする。 
  

(1) ジャッジは、ＩＳＡＦセーリング競技規則に基づく抗議処理の構成メンバー 

として任命された場合、上記ジャッジの心得に従って、忠実にその職務を

履行しなければならない。 

(2) Ａ級ジャッジ又はＡ級ジャッジ資格を取得しようとするＢ級ジャッジは、県 

内レースだけでなく全国大会に毎年１回以上、又は地区（水域）大会に毎

年２回以上ジャッジ（及び、特にルールと関係の深い運営委員）又は競技

役員として参加するように努めなければならない。 

(3) ジャッジとして競技会に参加する場合には、認定証を左胸に着け、認定証の

経歴欄にプロテスト委員長等の参加印を受けるものとする。 

 

第11条（競技会におけるﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会の構成） 

プロテスト委員会の構成は以下の基準によるものとする。 

(1)国際大会 

  インターナショナル・ジュリーを置かない場合の国際大会については、その

規模に応じてJSAF競技担当理事または競技関係責任者と協議の上決定する

こと。 

(2)連盟公認の全日本選手権大会並びに準ずる大会 

  プロテスト委員長は、（プロテスト委員会が、いくつかの部に分かれている

場合は、その部長も）Ａ級ジャッジとすること。又、プロテスト委員会の構

成は全員ジャッジの有資格者とし、原則として３名以上のＡ級ジャッジを置

かなければならない。 

但し、事情により、内１名をＢ級ジャッジ２名に替えることができる。全構

成員の過半数を原則Ａ級ジャッジとする。 

(3)水域大会 

  プロテスト委員長は、ジャッジの有資格者とし、プロテスト委員会の構成は

原則として３名以上とし、その過半数はジャッジの有資格者とすること。本

条(3)所定の大会において、プロテスト委員会が設置されない場合において

レース委員会が抗議の処理を行う場合には、そのメンバーは、本条(2)又は

(3)に準ずるものとする。 
 

第12条（上告の権利を否認する大会） 

競技規則７０．４（ａ）又は（ｂ）により上告の権利を否認する大会において

は、プロテスト委員会は、Ａ級ジャッジ５名以上(内1名はルール委員会が指名

する者)にて構成するものとし、事前に連盟の承認を得なければならないものと

する。 
 

第13条（レガッタレポ－トの提出） 

第11条所定の大会においてプロテスト委員長の任にあるものは、様式－ にて

「レガッタレポート」を大会終了後２週間以内にルール委員会へ提出するもの
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とする。 

 

第14条（アンパイアの職務） 

 アンパイアの職務は、以下のとおりとする 

(1) アンパイアは、ＩＳＡＦセーリング競技規則に基づく抗議処理の構成メンバ 

－として任命された場合、上記アンパイアの心得に従って、忠実にその職

務を履行しなければならない。 
 

(2) アンパイア及び、アンパイア資格を取得しようとするＡ級ジャッジは、マッ 

チレースに毎年１回以上、アンパイア、ウィング・ジャッジ、同アシスタ

ント又はアンパイア・ボートのドライバー等として参加するように努めな

ければならない。 

(3) グレード３以上のマッチまたはチームレースのチーフアンパイアを勤める 

ものは、レース終了後２週間以内に、そのマッチまたはチームレースのレ

ポートフォームをルール委員長へ報告しなければならない。 
 

第15条（大会におけるアンパイアのチ－ム並びにアンパイア等の構成） 

連盟公認の大会におけるアンパイア・チーム並びにアンパイア等の構成は原則

として次の基準以上によるものとする。 

 

(1)国際大会、全日本選手権大会及びこれに準ずる大会 

   ①アンパイア・チーム 

    １つの「マッチ」に１艇のアンパイア・ボートとし、フライト毎に１艇

以上のウィング・ボート、チームレースにおいてはフライト毎にチーム

艇数により１～４艇のアンパイア・ボートで構成するものとする。 

   ②アンパイア 

    ２名／ボート、チームレースにおいては原則として２名／ボートとする

が、内１名をアンパイアでないＡ級ジャッジとすることができるものと

する。 

   ③ウィング・ジャッジ 

    １ボートにつき1名以上とするものとする 
 

(2)主要国内大会 

   ①アンパイア・チーム 

    本条(1)所定の大会の基準に準ずるものとする 

   ②アンパイア 

１ボ－トに２名以上とするものとする。チームレースにおいても原則と

して１ボ－トにつき２名とするが、当該2名の内１名をアンパイアでな

いＡ級若しくは、Ｂ級ジャッジとすることができるものとする 

   ③ウィング・ジャッジ 

    １ボ－トにつき１名以上でかつ当該「ウィング・ジャッジ」の経験のあ

る者とする 

(3)水域大会（クラブレースを含む） 

   ①アンパイア・チーム 

１つのマッチにつき１艇のアンパイア・ボート及び、原則フライト毎に

１艇のウィング・ボートとするものとする。チームレースにおいては、

フライト毎に少なくとも１艇のアンパイア・ボートをその構成に入れる

ものとする。 

   ②アンパイア 

－4－ 



    １ボ－トにつき１名及び経験のある者で構成されるものとする。 

         

アンパイアが、所定数確保できないときは、マッチに１名だけのアンパ

イアで行うことも特例として認められるものとする。 

また、チームレースにおいては、１ボ－トにつきアンパイア１名（また

はＡ級ジャッジ１名）及び当該職務の経験のある者とするものとする。 

アンパイア数が不足する場合はアンパイア１名（またはＡ級ジャッジ１

名）のみにてアンパイアを行うことも認められるものとする。 

    ③ウィング・ジャッジ 

1ボ－トにつき１名以上でかつ当該職務の経験のある者で構成されるも

のとする。 

ウィング・ボートが配置できない場合には、アンパイア・ボートが交代

にて行うものとする 
 

第16条（資格の停止又は取り消し） 

ジャジ又はアンパイアは任期中といえども、次に掲げる場合のすべて又はいず

れかに該当する者は、連盟により、資格を停止又は取り消される事がある。 
 

(1)ジャッジ等の認定資格に必要な要件を欠いた者 

(2)ジャッジ等の心得に反したと認められた者 

(3)ジャッジ等として不適と認められた者 

(4)その他ジャッジ又はアンパイア制度の運用に支障をきたす恐れがあると認

められた者 

(5)その他、上記(1)乃至（4）に準ずるとルール委員会が認めた者 

 

第17条（再交付） 

認定証の再交付は、以下のとおり行うものとする 

(1)認定証を紛失、又は破損した場合には、請求により再交付を行うものとする 

(2)再交付を希望する者は、別に定める交付料を添えて所定の手続行わなければ

ならないものとする。 
 

第18条（事務取扱い要項） 

ジャッジ等制度事務取扱い要項は別に定める 

 

第19条（小委員会の設置） 

ジャッジ等の認定に関する事務等を担当させるため、ルール委員会にジャッジ

小委員会及びアンパイア小委員会を設ける。当該各小委員会は、委員長の指名

する若干名の委員にて構成する 
 

第20条（履歴及び施行） 

１．（財）日本ヨット協会ジャッジ・マニュアルは、昭和５６年１２月１日よ

り施行（昭和６１年９月１日一部改定） 

２．「ナショナル・アンパイア規程」は、平成６年５月２１日より施行するジ

ャッジ・マニュアル及びアンパイア規程を廃止し、これに代わる「ナシ

ョナル・ジャッジ、ナショナル・アンパイア規程」を、平成８年１２月

１５日より施行する。 

 ３．平成１１年４月１日に、（財）日本ヨット協会と（社）日本外洋帆走協会

が統合されたことにより、（財）日本ヨット協会の「ナショナル・ジャッ

ジ、ナショナル・アンパイア規程」を廃止し、これに代わる（財）日本セ
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ーリング連盟ナショナル・ジャッジ、ナショナル・アンパイア規程を、同

日付にて施行する。 

なお、平成１５年３月３１日迄の間、ルール委員長はこの規定に拘わらず、

両団体の関連規定等の差異に関し、特別の措置を執ることができるものと

する。 

 ４．平成１７年のセーリング競技規則改定に伴い（財）日本セーリング連盟ナ

ショナル・ジャッジ、ナショナル・アンパイア規程を改定し、平成１６年

９月４日より施行する。 

 

 

 
以上 

 

 

記 
 

 

 
別表：受験及び認定資格一覧表 

 ジャッジ 

 

  

対象 

資格要件 Ａ  級 Ｂ  級 
アンパイア 

 
年      齢 ２８歳以上 

２２歳以上＊1 

  
３０歳以上 

 
ジャッジ資格 Ｂ級ジャッジ －－－ Ａ級ジャッジ 

 
ヨット 経歴 １０年以上 ４年以上 １０年以上 

 
船 舶 免 許 －－－ －－－ 小型船舶操縦士免許2級以上

 

 

 

 

経      験 

Ｂ級ジャッジ取

得後、最近３年間

のジャッジ経験

が充分ある者＊2

運営、ジャジ 補助

等の経験 が１年以

上ある者 

最近３年間にアンパイア又

はアシスタント等の経験・

実績がある者＊3 

 
会 員 資 格 

受験時および認定期間中継続して「連盟」のメンバーであること 

 
推    薦 

所属する加盟団体等の長から適正ありと推薦された者＊5 

 
講 習 会 

講習会を受講し、その試験または審査に合格した者＊6 

＊ 1 資格認定は満22歳以上とする。但し、受験時の含まれる年度内に

おいて22歳になる者は、特例として受験できるものとする。 

＊ 2 ジャッジ経験とは、本規定施行細則１に準じるものとする。 

＊ 3 アンパイア経験実績とは、本規定施行細則２に準じるものとする。 

＊ 4 アンパイアの適性とは、ジャッジとしての適性以外に、セイラー

としての十分な経験と決断力/体力/操船技術等に優れた者をいう。 

＊ 5 講習会とは、本規定施行細則３に規定したものを言う。 
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       〔ナショナル・ジャッジ、ナショナル・アンパイア規程施行細則〕 

 

第1条（ジャッジ経験） 

本規程第6条及び第8条所定のジャッジ経験及び実績は、次をいう。 

(1)所属する団体や連盟が主催又は共催するレースにおいてジャッジ経験が 

３回以上あること 

  (2)連盟が行う又は連盟が認めたジャッジ・セミナーに出席すること(このセミ 

ナーへの参加は、前（1）にいうジャッジ経験・実績１回相当と置き換 

えることができる) 

  (3)ルール委員長が特に認めた行事にて一定の実績を有すること 

 

第2条（アンパイア経験(マッチ/チームレース)） 

本規程第2条及び第8条にあるアンパイア又はそのアシスタント等の経験及び実績

は、次をいう。 

 (1)ＩＳＡＦ、又は連盟が行うアンパイア・セミナーに出席すること 

(2)連盟が行う又は連盟が認めたアンパイア・セミナーに出席すること 

(3)ＩＳＡＦ、又は連盟が主催又は共催するマッチまたはチームレースにおいて 

(4) アンパイア、ウィング・ジャッジ、アンパイア・アシスタント、アンパイア・

セクレタリー、アンパイア・ボート・ドライバー等の経験があること 

(5) 連盟が主催、又は共催するマッチまたはチームレースにおいて、実行委員長、 

又はレース委員長として、大会運営の責任者となった事があること 

(6) ＩＳＡＦ、又は連盟が主催又は共催するマッチレースにおいて、ヘルムスマ 

ン、スキッパー又はタクティシャンとして一定の実績を有すること、または

チームレースにおいて、ヘルムスマン、クルー、チームコーチとして一定の

実績を有すること 

  (7)ルール委員長が特に認めた行事にて一定の実績を有すること 

 (8)上記(1)乃至（６）によるが、より客観性を持たせるために、参加したマッチ

レース等における活動実績は「アンパイアレポートフォーム」により評価さ

れる 

 

第3条（所定講習会） 

本規程の第2条及び第4条に規定する講習会とは、次の日程とする。 

 Ａ級ジャッジ ２日間 

 Ｂ級ジャッジ  １日間 

 アンパイア    原則として３日間（海上実習を含む） 

 

第4条（所定手数料） 

本規程の第4条に規定する、別に定める受講・受験手数料とは、次をいう。 

 Ａ級ジャッジ １０,０００円 

 Ｂ級ジャッジ   ３,０００円 

 アンパイア    ２０,０００円 
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 上記金額には、受講料、受験料及び認定料が含まれている。 

 なお、不合格の場合にあっても、上記金額は返還されない。 

 

 第５条（更新手数料） 

本規程の第8条に規定する更新手数料とは、次をいう。 

  

Ａ級ジャッジ    ７,０００円 

 Ｂ級ジャッジ   ３,０００円 

  アンパイア     ８,０００円 
  ルール委員長が特に認める場合は、これを減免することができる。 

 

  第６条（再交付料） 

本規程の第17条に規定する交付料はすべて３,０００円とする。 

 
以上 
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ジャッジ・アンパイア制度事務取扱い要項

 

 

Ⅰ 講習会及びテストの準備 

 

 １．ジャッジ又はアンパイア認定のための講習会及び試験 

   （１）Ａ級ジャッジ及びアンパイア認定のための試験試験実施計画は、年間計

画としてルール委員会（以下本部という）が立案する。 

  （２）連盟の加盟団体又は公認団体において、臨時に試験実施を希望する場合

は本部に申請する。 

ルール委員長は、上記試験に関し連盟報に公示しなければならない。 

  （３）Ｂ級ジャッジ認定のための試験 

試験実施計画は、加盟団体の担当者が立案する。 

実施計画の担当者は、2ヶ月前までに本部へ、その旨を報告するものと

する。 

 ２．担当者の任命 

  （１）Ａ級ジャッジ及びアンパイアＡ級ジャッジ並びにアンパイア認定のため

の試験は、本部が実施する。これに要する人員は原則として本部から派

遣する。 

ルール委員長は、Ａ級ジャッジ及びアンパイア認定のための試験実施の

都度、担当者（講師／試験員）を任命し、事前の準備にあたらせなけれ

ばならい。 

  （２）Ｂ級ジャッジ 

Ｂ級ジャッジ認定のための試験は、Ａ級ジャッジが実施する。 

試験を実施する加盟団体の長は、Ｂ級ジャッジ認定のための試験実施の

都度、担当者（講師／試験員）を任命し、事前の準備にあたらせなけれ

ばならい。 

 ３．計画書および予算書の作成 

任命された担当者は、担当試験についての計画書並びに予算書を作成し、 

Ａ級ジャッジ及びアンパイアに関してはルール委員長、Ｂ級ジャッジに

関しては加盟団体の長の承認を得、次の事項を行う。 

  （１）必要があれば開催地の担当者と連絡をとり、会場の予約、講習会等の補

助員（２名以上／受験者１５名毎に１名の割合）の依頼、宿舎の斡旋・

予約等を依頼し、確認すること。 

  （２）下記事項を含む試験開催要項を、実施される１ヶ月前までに連盟報また

はJSAF公式ホームページに公示する 

１） 期日及び時間 

２） 場所 

３） 対象クラス（Ａ級、Ｂ級又はアンパイア） 

４） 受講・受験資格 

５） 費用 

６） 持参する物 

①ルールブック、②ケースブック(Ａ･Ｕ)、③ジャッジ・マニュア

ル(Ａ)、アンパイアマニュアル(Ｕ)、コールブック(Ｕ)、④顔写真

（カラー、縦３０㍉＊横２５㍉）１枚（アンパイアは、２枚／裏に

氏名を記入）、⑤所定の様式による所属団体長等の推薦状、⑥受験

の場合：現有認定証とJSAF会員証およびそのコピー。更新の場合：
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旧認定証と認定期間中のJSAFメンバー会費領収書(4年分)のコピー、

⑦最近３年間のジャッジ（又はその補助員）、競技役員、アンパイ

ア（又はその補助業務等）の経歴書、⑧筆記具 

       

 

７） 申込方法 

８） 問い合わせ先及びその他の連絡事項 

  （３）講習会・試験関係用品を用意する 

１） 講習会テキスト 

２） 試験問題 

３） ジャッジ・アンパイア規程 

４） ジャッジ又はアンパイア認定試験申込書（以下申込書という） 

５） のり（写真貼付用）、はさみ 

６） ジャッジ又はアンパイア名簿写し（番号確認のため） 

７） 推薦状用紙 

８） ジャッジ又はアンパイア認定試験報告書（以下報告書という） 

更新の場合はジャッジ又はアンパイア更新報告書（以下更新報告

書という） 

  （４）Ａ級ジャッジ又はアンパイア資格取得のための試験問題 

     試験の問題は、本部にて保管しルール委員長が問題ファイルから当日の

試験に使用する問題を選び、担当者に渡す。担当者は必要部数をコピー

し会場へ持参する。 

  （５）Ｂ級ジャッジ資格取得のための試験問題 

     試験の問題は、本部にて保管しルール委員長が問題ファイルから当日の

試験に使用する問題を選び、ガイドと共に担当者に渡す。担当者は、必

要部数をコピーし会場へ持参する。担当者はガイドに基づき問題を一部

変更することが出来る。 

 

 

Ⅱ 講習会並びに試験 

 

１．受付にて規定の料金を徴収し、領収書を発行する。 

 （１）Ａ級ジャッジ １０,０００円（更新時は７,０００円） 
  （２）Ｂ級ジャッジ  ３,０００円（更新時は３,０００円） 

  （３）アンパイア  ２０,０００円（更新時は８,０００円） 

２．申込書を配布する。但し、記入は担当者の説明が終るまで待つよう指示する。 

３．担当者から説明を行う。 

（１） 申込書の記入要領を説明する（申込書の注意書きを参照） 

（２） コード番号は、本部にて記入する、加盟団体一覧表 別紙参照 

（３） 有効期限は次の通りである 

    １）２００１年３月（１９９７－２０００年の場合） 

    ２）２００５年３月（２００１－２００４年の場合） 

    ３）２００９年３月（２００５－２００８年の場合） 

      但し、改訂された新しいルールブックが発行され、更新のための講習

会及び試験）が行われるまでの間、有効期限を延長する事がある。 

４．申込書の記入が終了したら、申込書写真/推薦状を受取り、問題を配布する。 

５．問題の表紙に必要事項を記入させる。 

６．試験時間を発表する。 
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（１） Ａ級ジャッジ－１２０分以内、 

（２） Ｂ級ジャッジ －９０分以内、 

（３） アンパイア  －６０分以内 

７．受験者からの質問で、問題の内容に直接関係のあるものは返答しない。 

８．時間前の退出は認めるが、再入場は認めない。 

９．試験終了時間になったら、試験用紙並びに回答用紙を回収し、回答例を説明 

する。 

10．終了後、認定証発給までのスケジュールについて説明し、解散する。 

 

＊ アンパイアの海上における講習（海上実技） 

 

(1) 担当者（講師／試験員）は海上実技を実施する際、受講者をアンパイア・

ボート、指導アンパイアの乗艇する艇等への配置並びに順序を決めておく

こと。 

(2) その際、受講者がアンパイアリング（の補助または、シミュレーションを

含む）を少なくとも２回以上行うことが出来るように配慮すること。 

(3) 担当者は受講者のアンパイアリングについての評価を、受験者一覧表兼試

験結果報告書の所定の欄に記入する。 

 

 

Ⅲ 審査及び採点 

 

１．試験日以前に講習会を受講した者について、受講の確認を行う。 

２．試験終了までに申込書、推薦状の書類審査を行う。合格であれば申込書資格

欄に○印とサインを行う。 

３．担当者は用紙の採点を行い、点数を申込書試験欄に記入する。 

 ４．Ａ級ジャッジ又はアンパイア認定報告書に上記を記載し、小委員長は小委員

会の議を経た最終的な合否に関する意見を付してルール委員長へ提出する。 

５．ルール委員長は、Ａ級ジャッジ及びアンパイアについての小委員長報告を承

認または非承認をする。ルール委員長はその後に開催されるルール委員会

へ報告する。 

 ６．Ｂ級ジャッジについては、担当者が規定に従って合否を判定し、Ｂ級ジャッ

ジ認定報告書に上記を記載の上、ルール委員長へ送付する。 

 

 

Ⅳ ジャッジ又はアンパイアの認定・交付、関係名簿へ登録及び公示  

 

１．認定・交付及び関係名簿への登録 

   試験の合格点は、原則として各試験とも８０点以上とする。 

（１）Ａ級ジャッジ及びアンパイア 

１） 本部は、委員長から提出された合否に関する意見書について認定

（又は不認定）する。 

２） 本部事務担当者は、上記にて認定された合格者の通知を受けた後、

合格者をナショナル・ジャッジ又はナショナル・アンパイア名簿に

登録する。登録番号を認定番号として、ジャジ認定証又はアンパイ

ア認定証に記入し、認定証を作成する。この番号は、００１から始

まるジャッジ登録又はアンパイア登録（一連）番号である。 

３） 本部事務担当者は、合格者へ写真にシールを貼った「公認ジャッ
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ジ認定証」を、「ジャッジ・アンパイア規程」と共に送付する事に

よって交付する。 

４） 不合格者へはその旨を通知する。 

 

（２）Ｂ級ジャッジ 

１）Ｂ級ジャッジについては、加盟団体担当者が判定に従って認定（又

は不認定）する。 

２）事務担当者は、担当者から認定された合格者の通知を受けた後、上

記を記載した３枚綴りの「ジャッジ認定試験申込書」を「ジャッジ

認定報告書」と共に一括して本部へ送付する。 

３）本部事務担当者は、送付された合格者を加盟団体毎に整理されてい

るＢ級ナショナル・ジャッジ名簿に登録する。登録番号を認定番号

として、ジャジ認定証に記入し、認定証を作成する。この番号は、

００１から始まる加盟団体毎のジャッジ登録（一連）番号である。 

４）写真にシールを貼った「公認ジャッジ認定証」を開催加盟団体ルー

ル代表者へ一括して返送する。 

５）開催加盟団体ルール代表者は、合格者個々へ「認定証」を送付する

事によって交付する。 

６）不合格者へはその旨を通知する。 

 （３）シール 

    １）シールの識別は次の通りである。 

          有効期限      Ａ級      Ｂ級 

               ２００１年３月      金 色        緑  色 

                ２００５年３月   銀 色   ピンク色 

         ２００９年３月   金 色   緑  色 

         ２０１３年３月   銀 色   ピンク色 

         ２）ジャッジ認定証写真の所定の位置にシールを貼付する 

     ３）認定証の効力はシールの有無が証明になるので、シールの保管には

細心の注意を払うこと。管理責任者は、本部事務局長とする。 

２．公示 

ルール委員長は、新しく認定された者について関係する団体に通知すると

共に、Ａ級ジャッジ、アンパイアのみ連盟報またはJSAF公式ホームページ

に公示する手続きを行う。 

 

 

Ⅴ 会計 

１．１回の受験者が少ないと赤字になることがあるので、充分予算を検討する

こと。 

（１）Ａ級ジャッジ、アンパイア講習及び試験 

１）年間計画で実施が計画されているものは、原則として本部予算にて

実施する。 

     ２）上記以外で、関係団体等から開催依頼のあるものについては、原則

として依頼者の負担にて実施する。 

（２）Ｂ級ジャッジ講習及び試験 

１）開催加盟団体の負担にて行う。 

２）会計に関する報告は、認定報告書が本部への唯一の会計報告である。 

２．本部への送金額は、次の通りとする。 

（１）Ａ級ジャッジ及びアンパイア試験 
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会場費、講師謝金、旅費/宿泊費、通信費、事務用品その他雑費及び

補助員の交通費・その他諸費（１名につき２,０００円／原則として

２名まで）を差し引いた金額を本部事務局へ送金する 

  （２）Ｂ級ジャッジ試験 

合否に関係なく、受験者１名につき ２,０００円 を（財）日本セ

ーリング連盟ルール委員会口座へ入金するものとする。（認定され

なかった者へ返還はしない） 

３．送金納期 

本部への送金は、実施後１週間以内に銀行振込を行うこと。振込先は、報

告書参照。 

 

 

Ⅵ ジャッジ及びアンパイア名簿等の保管・整理 

 

１．本部は、申込書・受験者一覧表兼試験結果報告書並びにジャッジ及びアンパ

イア認定報告書の整理・保管を行う。名簿の保管は、Ａ級ジャッジ、Ｂ級ジ

ャッジ及びアンパイア別にて整理し保管される。 

 

２．整理・保管 

（１）申込書Ｎo.１（ブルー）は、加盟団体にてファイルされ保管される。 

（２）申込書Ｎo.２（ピンク）及びＮo.３（厚紙）は、本部にてファイルさ

れ保管される。 

（３）ジャッジ及びアンパイア試験答案は、本部にて保管する。 

（４）Ｂ級ジャッジ試験答案は、加盟団体にて保管する。 

（５）試験答案の保存期間は、有効期限までとする。 

（６）各認定報告書は、本部にて保管し、写しは関係加盟団体にファイルす

る。 

 

３．更新しなかった者、資格を失った者、取り消された者、辞退した者、死亡し

た者いては、ジャッジ又はアンパイア名簿から削除する。以上の者は、定証

をルール委員会へ返却しなければならない。 

 

 

Ⅶ 再交付並びに更新 

 

１．再交付 

（１） 認定証を紛失、又は破損した場合には、請求により再交付を行う。 

（２） 再交付を希望するものは、ジャッジ又はアンパイア認定申込書（再交

付願い）に所定の事項を記載し、顔写真（カラー、縦３０㍉＊横２５

㍉）１枚と交付料として３,０００円分を本部へ送付しなければならな

い。 

 

２．更新 

（１） 更新のための講習会（及び試験）を行う。 

（２） 試験を行うかどうかは更新年度に本部が決定する。 
以上 
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（別紙１）            加盟団体コード 

 

 県連コ－ド番号 

００１ 北海道 ０１３ 東 京 ０２５ 滋 賀 ０３７ 徳 島 

００２ 青 森 ０１４ 神奈川 ０２６ 京 都 ０３８ 愛 媛 

００３ 岩 手 ０１５ 山 梨 ０２７ 大 阪 ０３９ 高 知 

００４ 宮 城 ０１６ 新 潟 ０２８ 兵 庫 ０４０ 福 岡 

００５ 秋 田 ０１７ 長 野 ０２９ 奈 良 ０４１ 佐 賀 

００６ 山 形 ０１８ 富 山 ０３０ 和歌山 ０４２ 長 崎 

００７ 福 島 ０１９ 石 川 ０３１ 鳥 取 ０４３ 熊 本 

００８ 茨 城 ０２０ 福 井  ０３２ 島 根 ０４４ 大 分 

００９ 栃 木 ０２１ 静 岡  ０３３ 岡 山 ０４５ 宮 崎 

０１０ 群 馬 ０２２ 愛 知 ０３４ 広 島  ０４６ 鹿児島 

０１１ 埼 玉 ０２３ 三 重 ０３５ 山 口 ０４７ 沖 縄 

０１２ 千 葉 ０２４ 岐 阜 ０３６ 香 川  

      

外洋帆走艇団体コ－ド番号   

１０１  北海道 １０６  三崎 １１１ 近畿北陸 

１０２  津軽海峡 １０７ 三浦 １１２ 内海 

１０３  いわき １０８ 湘南 １１３ 西内海 

１０４  東関東 １０９ 駿河湾 １１４ 玄海 

１０５  東京湾 １１０ 東海 １１５ 南九州 

 

特別加盟団体コード番号 

２０１ ソリング ２１６ Ｋ１６ ２３１ スター 

２０２ ＦＤ ２１７ ミラークラス ２３２ フリッパー 

２０３ ４７０ ２１８ ナクラ ２３３ シードスポーツ 

２０４ フィン ２１９ シーホッパー ２３４ ベストウェイト１４ 

２０５ スナイプ ２２０ ドラゴン ２３５ セーリングスピリッツ

２０６ シーホース ２２１ ４２０ ２３６ ２９ｅｒ級 

２０７ ＯＰ ２２２ Ｊ２４ ２３７ Ｍelges２４クラス 

２０８ ＦＪ ２２３ ヨーロッパ ２３８ ミニトン 

２０９ モス ２２４ ウィンドサーフィン ２３９  

２１０ ５０５ ２２５ テーザー ２４０  

２１１ ファイアーボール ２２６ エンタープライズ ２４１  

２１２ レーザー ２２７ ホビークラス ２４２  

２１３ International１４ ２２８ 模型ヨット ２４３  

２１４ トーネード ２２９ アメリカズカップ ２４４  

２１５ トッパー ２３０ ４９erクラス ２４５  

 

３０１ 全日本学生ヨット連盟 ３０９ 日本マッチレース協会 

３０２ 高体連ヨット部会 ３１０ 日本学生ボードセイリング連盟 

３０３ 日本ジュニアヨットクラブ連盟 ３１１ 淡輪ヨットクラブ 

３０４ 全日本実業団ヨット連盟 ３１２ 関西ヨットクラブ 

３０５ 全日本自治体職員ヨット連盟 ３１３ 大阪北港ヨットクラブ 

３０６ 日本ヨットクラブ連盟 ３１４ 南北海道外洋帆走協会 

３０７ 全日本実業団ボードセイリング連盟 ３１５ 葉山マリーナヨットクラブ 

３０８ 東京ヨットクラブ ３１６  

 

本部コード番号･･･０５０                          以上 

－14－ 


